
＜①１ヶ月の法定時間外労働の実績＞ （最長の者）

平均時間 45時間以下 45時間超うち10時間
以下

うち60時間
超

うち80時間
超

うち100時間
超

全体
１８：０３
（２５：２６）

８９．１％
（８５．２％）

５１．８％
（２７．４％）

１０．９％
（１４．８％）

５．３％
（８．1％）

２．２％
（２．８％）

０．９％
（１．１％）

１～９人
１４：００
（２２：２９）

９３．０％
（８９．０％）

６０．０％
（３０．３％）

６．８％
（１１．２％）

２．７％
（５．４％）

１．２％
（１．８％）

０．５％
（０．６）

10～30人
２８：１９
（２９．１４）

８０．０％
（８０．８％）

２８．３％
（２４．０％）

２０．１％
（１９．２％）

１０．９％
（１１．７％）

４．１％
（３．７％）

１．４％
（１．７％）

31～100人
３６：４０
（３７：１２）

７１．１％
（６９．０％）

１８．５％
（１４．５％）

２９．０％
（３１．０％）

１６．７％
（１８．５％）

８．３％
（７．０％）

３．９％
（３．３％）

101～300
人

４４：３５
（４２：５０）

５９．３％
（６３．５％）

９．５％
（９．１％）

４０．７％
（３６．５％）

２４．７％
（２３．９％）

１０．２％
（１０．１％）

４．５％
（３．６％）

301人～
５７：５４
（５５：３２）

３６．８％
（４７．６％）

２．０％
（３．４％）

６３．３％
（５２．５％）

４３．９％
（３６．６％）

１５．７％
（２０．２％）

６．８％
（８．８％）

大企業 ２６：２５ ８２．９％ ２８．６％ １７．０％ ８．１％ ２．５％ ０．８％

中小企業 １５：２１ ９１．１％ ５９．４％ ９．０％ ４．４％ ２．２％ １．０％

※括弧内は平成１７年度労働時間等総合実態調査の結果

○ 「最長の者」でみると、特に小規模事業場において、平均時間も、月45
時間・年360時間超の時間外労働のある事業場割合も減少。大規模事業
場では、月45時間・年360時間超の時間外労働のある事業場割合が増加。
（平均時間は横ばい。月80時間・年800時間超の事業場割合は減少）

＜法定時間外労働の実績＞

＜労働力調査＊＞
○週労働時間60時間以上
の雇用者割合は、

12.2％(H16)→9.1％(H24)
＊世帯調査。 副業等含む。

平成25年度労働時間等総合実態調査（主な結果）平成25年度労働時間等総合実態調査（主な結果） 資料No.2-2



＜②１年の法定時間外労働の実績＞ （最長の者）

平均時間
360時間
以下

360時間
超

うち100時間
以下

うち600時間
超

うち800時間
超

うち1000時間
超

全体
１５７：３７
（２１０：５７）

８７．３％
（８２．６％）

５４．５％
（３６．６％）

１２．７％
（１７．５％）

４．２％
（４．５％）

１．５％
（２．０％）

０．７％
（０．９％）

１～９人
１２３：１３
（１９１：２５）

９１．１％
（８５．０％）

６２．３％
（４０．０％）

９．０％
（１５．１％）

２．９％
（３．０％）

１．１％
（１．６％）

０．４％
（０．９％）

10～30人
２５３：４０
（２３５：２９）

７８．０％
（７９．３％）

３２．２％
（３１．８％）

２１．９％
（２０．６％）

７．７％
（６．３％）

２．７％
（２．３％）

１．４％
（０．６％）

31～100人
２９８：１２
（２９９：２２）

６９．０％
（７３．０％）

２２．６％
（２１．４％）

３１．１％
（２６．９％）

１０．０％
（１１．１％）

２．３％
（４．４％）

１．４％
（１．３％）

101～300
人

３５８：３７
（３４１：０７）

６０．５％
（６３．０％）

１２．３％
（１４．１％）

３９．５％
（３６．９％）

１３．３％
（１４．５％）

４．１％
（５．９％）

１．８％
（１．７％）

301人～
４２６：４９
（４３１：１８）

４４．９％
（４７．９％）

４．３％
（４．２％）

５５．１％
（５３．０％）

１９．２％
（２２．７％）

４．６％
（９．２％）

１．７％
（３．３％）

大企業 ２３５：２７ ７７．９％ ３１．５％ ２２．１％ ５．８％ １．１％ ０．４％

中小企業 １３２：２３ ９０．３％ ６１．９％ ９．７％ ３．７％ １．６％ ０．７％

※括弧内は平成１７年度労働時間等総合実態調査の結果

＜毎月勤労統計調査＊＞

○ 所定外労働時間はほぼ同じであるが、所定内労働時間は大幅に減少。
１箇月（17年4月→25年4月）：所定内▲ 5:30（145:06→139:36） 所定外 0:06（10:48→10:54）
１年 （16年度→24年度） ：所定内▲ 57:36（1684:48→1627:12） 所定外 0:00（123:36→123:36）
＊常用労働者５人以上事業所が対象。



＜③１ヶ月の法定時間外労働の実績＞ （平均的な者）

平均時間 45時間以下 45時間超
うち10時間以下 うち60時間超 うち80時間超 うち100時間超

全体
８：０５
（１５：１３）

９８．３％
（９５．８％）

７２．６％
（４６．０％）

１．７％
（４．３％）

０．７％
（０．７％）

０．２％
（０．２％）

０．１％
（０．１％）

１～９人
６：５７
（１５：０２）

９８．５％
（９５．８％）

７７．０％
（４６．２％）

１．４％
（４．２％）

０．６％
（０．６％）

０．１％
（０．２％）

０．０％
（０．１％）

10～30人
１１：１１
（１５：０６）

９７．７％
（９６．０％）

６０．９％
（４７．３％）

２．５％
（３．９％）

０．７％
（０．６％）

０．３％
（０．１％）

０．３％
（０．０％）

31～100人
１２：５９
（１６：３９）

９７．１％
（９４．５％）

５３．２％
（４３．７％）

２．９％
（５．６％）

１．１％
（１．０％）

０．４％
（０．３％）

０．１％
（０．１％）

101～300人
１４：４５
（１６：５１）

９７．４％
（９６．２％）

４４．９％
（３７．９％）

２．６％
（３．８％）

０．９％
（１．６％）

０．１％
（０．４％）

０．０％
（０．２％）

301人～
１６：５６
（１７：０４）

９８．１％
（９７．８％）

３４．３％
（３２．４％）

１．８％
（２．２％）

０．４％
（０．１％）

－
（－）

－
（－）

大企業 １２：０３ ５５．３％ ５５．３％ １．４％ ０．５％ ０．２ ０．０

中小企業 ６：４８ ７８．２％ ７８．２％ １．８％ ０．８％ ０．２ ０．１

※括弧内は平成１７年度労働時間等総合実態調査の結果

○ 「平均的な者」でみると、全ての事業場規模で平均時間や限度基準を超えた時間
働く事業場割合は減少。特に小規模事業場において月10時間以下、年100時間
以下事業場割合の比率が高まり、全体として法定時間外労働は減少。



＜④１年の法定時間外労働の実績＞ （平均的な者）

※括弧内は平成１７年度労働時間等総合実態調査の結果

平均時間 360時間以下 360時間超うち100時間
以下

うち600時間
超

うち800時間
超

うち1000時間
超

全体
７８：３０
（１３６：３３）

９６．１％
（９２．７％）

７２．９％
（５２．０％）

３．９％
（７．２％）

０．９％
（０．８％）

０．３％
（０．１％）

０．２％
（０．０％）

１～９人
６６：０７
（１３４：１３）

９６．７％
（９２．７％）

７７．３％
（５２．８％）

３．３％
（７．３％）

０．８％
（０．８％）

０．２％
（０．１％）

０．１％
（０．０％）

10～30人
１１２：３８
（１３３：１１）

９４．３％
（９３．８％）

６１．４％
（５３．３％）

５．６％
（６．２％）

０．７％
（０．７％）

０．３％
（０．２％）

０．３％
（０．０％）

31～100人
１３０：１５
（１５８：２９）

９３．２％
（９０．４％）

５３．２％
（４４．７％）

６．７％
（９．６％）

１．２％
（１．８％）

０．４％
（０．４％）

０．２％
（０．１％）

101～300人
１５１：２０
（１６５：５５）

９１．７％
（９０．４％）

４５．９％
（４１．８％）

８．４％
（９．６％）

０．６％
（１．８％）

０．２％
（０．８％）

０．０％
（－）

301人～
１６３：５５
（１７３：４５）

９３．７％
（９０．６％）

３６．０％
（３３．４％）

６．３％
（９．３％）

０．２％
（０．９％）

－
（－）

－
（－）

大企業 １２０：５０ ９３．９％ ５６．３％ ６．０％ ０．５％ ０．１％ ０．０％

中小企業 ６４：４８ ９６．８％ ７８．３％ ３．１％ １．０％ ０．３％ ０．２％



＜三六協定・特別条項付三六協定の締結状況＞

※括弧内は平成１７年度労働時間等総合実態調査の結果

三六協定
を締結

延長時間

平均時間

（１箇月） 延長時間

平均時間

（１年）

～45時間
未満

45時間
～360時間
未満

360時間

全体
５５．２％
（３７．４％）

４２：１８
（３９：５３）

２９．１％
（３９．３％）

７０．０％
（５９．８％）

３４３：５６
（３２９：０２）

２２．１％
（２７．６％）

７６．５％
（７１．４％）

１～９人
４６．８％
（２８．１％）

４２：２２
（３９：２３）

２９．４％
（４１．２％）

６９．８％
（５７．８％）

３４４：０３
（３２４：４３）

２２．６％
（２９．８％）

７６．１％
（６９．８％）

10～30人
７７．４％
（６３．７％）

４２：０９
（４０：３７）

２８．４％
（３５．５％）

７０．３％
（６３．７％）

３４４：１４
（３３４：５６）

２１．８％
（２４．７％）

７６．４％
（７３．１％）

31～100
人

９０．１％
（７９．９％）

４２：０３
（４０：２０）

２８．５％
（３８．７％）

７０．７％
（６０．３％）

３４０：０９
（３３３：４７）

２１．５％
（２４．９％）

７７．９％
（７４．４％）

101～300
人

９４．９％
（８７．３％）

４３：３５
（４０：４０）

２９．７％
（３７．９％）

６８．５％
（６０．１％）

３５１：２６
（３３５：３６）

１５．８％
（２４．６％）

８２．５％
（７３．０％）

301人～
９６．１％
（９３．６％）

４２：１３
（４０：５５）

２８．２％
（３８．５％）

７０．８％
（６０．６％）

３５２：１０
（３４０：５７）

１４．７％
（２０．２％）

８３．４％
（７７．９％）

大企業 ９４．０％ ４３：１１ ２４．１％ ７４．９％ ３４９：５５ １６．８％ ８１．８％

中小企業 ４３．４％ ４１：３８ ３２．８％ ６６．３％ ３３８：５６ ２６．５％ ７２．１％

○ 三六協定・特別条項付三六協定を締結している事業場割合が大幅増加。
○ 三六協定で定める延長時間は限度基準（月45時間・年360時間）に集中化する傾向。
○ 特別条項付三六協定で定める延長時間は、月80時間・100時間や年1000時間超の割合は減少、
年800時間超は大幅減少しているが、月60時間超の割合は増加。

＜①三六協定の締結状況・延長時間＞



＜②特別条項付三六協定の締結状況・延長時間＞

※括弧内は平成１７年度労働時間等総合実態調査の結果

特別条項
がある

延長時間

平均時間

（１箇月） 延長時間

平均時間

（１年）

60時間
超

80時間
超

100時間
超

600時間
超

800時間
超

1000時間
超

全体
４０．５％
（２７．７％）

７７：５２
（７４：３３）

７２．５％
（６７．１％）

２１．５％
（２２．４％）

５．５％
（６．９％）

６５０：５４
（６８４：２０）

５７．９％
（５５．６％）

１５．０％
（２７．３％）

１．２％
（４．３％）

１～９人
３５．７％
（２４．９％）

７９：０２
（７２：２８）

７５．０％
（６５．９％）

２０．４％
（１７．４％）

６．２％
（４．９％）

６５２：４４
（６９８：４８）

６０．３％
（５８．１％）

１４．６％
（３１．４％）

１．３％
（３．６％）

10～30
人

４５．６％
（２８．１％）

７５：３８
（７５：４４）

６７．４％
（６６．３％）

２２．８％
（２７．５％）

３．３％
（９．３％）

６４８：００
（６６６：２９）

５４．５％
（５０．５％）

１６．５％
（２４．９％）

０．８％
（６．７％）

31～100
人

５２．５％
（３５．３％）

７６：２８
（７７：４６）

７１．３％
（７０．４％）

２０．５％
（２６．９％）

５．７％
（９．２％）

６４３：２６
（６６５：２９）

５３．９％
（５４．２％）

１２．３％
（１６．８％）

１．７％
（３．１％）

101～
300人

６８．１％
（５０．３％）

８０：１４
（７６：４７）

７３．０％
（７０．５％）

２９．５％
（２８．６％）

８．９％
（６．４％）

６５９：３０
（６６４：４３）

５６．７％
（５６．４％）

１７．７％
（２４．３％）

２．４％
（３．２％）

301人～
９６．１％
（９３．６％）

８３：１０
（８３：０８）

８２．８％
（８２．４％）

３４．７％
（３５．８％）

１０．６％
（１１．０％）

６７９：２２
（７０３：１４）

６２．３％
（６４．０％）

２２．１％
（２５．８％）

１．７％
（３．４％）

大企業 ６２．３％ ７９：４４ ７３．４％ ２４．９％ ６．６％ ６５３：０２ １６．９％ １６．９％ １．５％

中小企業 ２６．０％ ７５：１３ ７１．２％ １６．６％ ３．９％ ６４７：２８ １１．９％ １１．９％ ０．８％

延長時間数は、「最長の者」の実労働時間
数と比べても相当長めに設定
※月60H超（5.3％）、80H超（2.2％）、100H超（0.9％）
年600H超（4.2％）、800H超（1.5％）、1000H超（0.7％）



＜法定時間外労働に対する割増賃金率＞

60時間超に
対する定め
あり※又は
支払あり

割増賃金率

平均
25％
以下

うち25％
25％超 ～30％

未満
30％

～35％
未満

35％
～50％
未満

うち50％以上

うち50％

全体 ４９．７％ ５９．２％ 58.7％ ４１．８％ 0.5％ 0.8％ 0.0％ 0.1％ 0.2％ ３９．２％ 38.3％ ３５．１％

大企業 ８８．３％ ８．１％ 8.1％ ９１．９％ 0.2％ 0.2％ 0.0％ 0.3％ 0.0％ ９１．２％ 90.2％ ４８．１％

中小
企業

３５．６％ ８８．７％ 87.9％ １１．３％ 0.8％ 1.2％ 0.0％ 0.1％ 0.3％ ８．９％ 8.3％ ２７．７％

○ 月60時間超の時間外労働に対しては、ほとんどの大企業（91.2％）で50％以上となっている。
また、中小企業でも25％超としている企業が11.3％、50％超としている企業が8.9％存在。

＜①法定時間外労働60時間超＞

＜就労条件総合調査＊＞

○月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率の設定については、
30～99人規模企業の49.9％
100～299人規模企業の69.2％
300～999人規模企業の81.0％

1000人以上規模企業の93.1％ が、「50％以上」としている。
＊常用労働者30人以上の企業が対象

※ 37.6％の企業（大企業11.6％、中小企業47.8％）は、 60時間超の時間外労働を行わないため定めがない。



月45時間超60
時間以内に対
する定めあり※

又は
支払あり

割増賃金率

平均
25％
以下

うち
25％

25％
～30％
未満

30％
～35％
未満

35％
～50％
未満

うち50％以上

超 うち
50％

全体 ５５．４％ ８７．９％ 87.3％ １２．１％ 0.9％ 8.6％ 0.1％ 1.4％ 0.2％ ０．９％ 0.5％ ２６．１％

大企業 ９４．４％ ７５．１％ 75.1％ ２４．９％ 0.9％ 19.2％ 0.1％ 3.4％ 0.0％ １．３％ 1.1％ ２６．８％

中小企業 ４１．１％ ９５．１％ 94.2％ ４．９％ 0.9％ 2.6％ 0.0％ 0.2％ 0.4％ ０．７％ 0.2％ ２５．７％

○ （25％超の割増賃金率設定の努力義務のある）月45時間超の時間外労働に対しては、
25％超としている大企業が24.9％、同中小企業が4.9％存在。

＜②法定時間外労働45～60時間以内＞

定めあり
又は
支払あり

25％
以下 平均うち25％

25％超
～30％
未満

30％
～35％
未満

35％
～50％
未満

うち50％以上

うち
50％

全体 ８７．３％ ９２．８％ 92.0％ ７．２％ 0.8％ 5.0％ 0.1％ 0.3％ 0.2％ ０．７％ 0.1％ ２６．２％

大企業 ９９．９％ ８１．７％ 81.5％ １８．３％ 1.0％ 16.0％ 0.2％ 0.9％ 0.0％ ０．２％ 0.0％ ２６．１％

中小企業 ８３．４％ ９７．０％ 95.9％ ３．０％ 0.7％ 1.0％ 0.0％ 0.1％ 0.4％ ０．９％ 0.2％ ２６．２％

＜③法定時間外労働０～45時間以内＞

※ 31.9％の企業（大企業5.5％、中小企業42.3％）は、 45～60時間以内の時間外労働を行わないため定めがない。



＜裁量労働制のみなし労働時間・実労働時間・休日労働日数＞

※括弧内は平成１７年度労働時間等総合実態調査の結果

みなし
労働時間

実労働
時間

平均時間

（１日）
法定休日労働
平均日数うち8時間

以下
うち８時間
以下

うち10時間
以下

うち12時間
以下

最長の者
８：３２
（８：２９）

４５．５％
（４５．７％）

１２：３８
（１２：３８）

１０．８％
（９．４％％）

３５．８％
（３８．２％）

５３．４％
（５２．５％）

８．５日
（８．２日）

平均的な者
９：２０
（９：１９）

２３．５％
（２１．５％）

６５．８％
（７０．２％）

１０．６％
（８．２％）

４．０日
（４．１日）

○ みなし労働時間は微増であるが、実労働時間は微減又は横ばい。
○ 実労働時間が１日12時間超の労働者がいる事業場は以前として５割前後。
○ 法定休日労働は増加又はほぼ横ばい。

＜①専門業務型裁量労働制＞

みなし
労働時間

実労働
時間

平均時間

（１日）
法定休日労働
平均日数うち8時間

以下
うち８時間
以下

うち10時間
以下

うち12時間
以下

最長の者
８：１９
（８：０７）

５０．８％
（６７．３％）

１１：４２
（１２：１６）

１０．０％
（７．５％）

４４．８％
（４２．６％）

４５．２％
（４９．９％）

５．８日
（５．３日）

平均的な者
９：１６
（９：２４）

１９．１％
（１８．１％）

７１．９％
（７３．４％）

８．８％
（８．５％）

３．１日
（２．８日）

＜②企画業務型裁量労働制＞

＜就労条件総合調査＊＞
○適用労働者割合は、

専門業務型1.1％（0.9％）
企画業務型0.3％（0.1％）
＊常用労働者30人以上の
企業が対象


